
令
和
７
年
４
月
１
日
よ
り
、
す

べ
て
の
妊
婦
や
子
育
て
家
庭
が
安

心
し
て
出
産
・
子
育
て
が
で
き
る

よ
う
、
妊
娠
期
か
ら
出
産
・
子
育

て
期
ま
で
一
貫
し
た
「
伴
走
型
相

談
支
援
」
を
行
う
と
と
も
に
、
出

産
育
児
関
連
品
の
購
入
や
子
育
て

支
援
サ
ー
ビ
ス
利
用
等
の
負
担
軽

減
を
図
る
た
め
、
妊
娠
届
出
後
お

よ
び
子
の
出
生
後
に
支
援
給
付
金

を
支
給
し
ま
す
。

【
支
給
対
象
者
と
給
付
額
】

① 

支
援
給
付
金（
１
回
目
）と
し
て
、

４
月
以
降
に
妊
娠
届
出
を
提
出

し
た
妊
婦
の
方
を
対
象
に
、妊

婦
１
人
あ
た
り
５
万
円

② 
支
援
給
付
金（
２
回
目
）と
し
て
、

４
月
以
降
に
出
産
し
た
妊
婦
の

方
を
対
象
に
、胎
児
１
人
あ
た

り
５
万
円

※ 

流
産
・
死
産
の
場
合
も
給
付
金

の
対
象
と
な
り
ま
す
。

【
支
給
方
法
】

◯
支
援
給
付
金
（
１
回
目
）

妊
娠
届
出
書
を
提
出
時
の
面
談

の
際
、
認
定
申
請
書
を
配
布
し
ま

す
の
で
、
必
要
書
類
を
添
え
て
、

郵
送
ま
た
は
左
記
の
窓
口
に
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

◯
支
援
給
付
金
（
２
回
目
）

新
生
児
訪
問
の
面
談
の
際
、
胎

児
の
数
の
届
出
書
を
配
布
し
ま
す

の
で
、
必
要
書
類
を
添
え
て
、
郵

送
ま
た
は
左
記
の
窓
口
に
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

【
提
出
窓
口
】

・
住
民
生
活
課
児
童
係

・
落
部
支
所

・
熊
石
総
合
支
所
住
民
サ
ー
ビ
ス
課

※ 

詳
細
は
町
Ｈ
Ｐ
を
ご
覧
い
た
だ

く
か
、
左
記
ま
で
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

◯
給
付
金
支
給
手
続
き
に
つ
い
て

・
住
民
生
活
課
児
童
係

　

☎
０
１
３
７

−

62

−

２
１
１
２

◯
ア
ン
ケ
ー
ト
・
面
談
に
つ
い
て

・
保
健
福
祉
課
健
康
推
進
係

　

☎
０
１
３
７

−

64

−

２
１
１
２

・
住
民
サ
ー
ビ
ス
課
住
民
福
祉
係

　

☎
０
１
９
８
８

−

２

−

３
１
１
１

児童扶養手当・特別児童扶養手当の
支給額の改定について

令和7年4月分より手当額が2.7％引き上げとなります。
改定後の金額は次のとおりです。
◇児童扶養手当の月額

令和７年３月まで 令和７年４月以降
対象児童1人の 全部支給　45,500円 全部支給　46,690円
場合の月額 一部支給　45,490円～10,740円 一部支給　46,680円～11,010円
第２子以降 全部支給　10,750円 全部支給　11,030円
加算額 一部支給　10,740円～5,380円 一部支給　11,020円～5,520円

【問い合わせ先】住民生活課児童係　☎０１３７−６２−２１１２

妊
婦
の
た
め
の
支
援
給
付
金
に
つ
い
て

《支給のイメージ》
①母子手帳交
　付時に面談

②認定申請書の
　提出

③妊娠７か月頃にアンケー
　トを記入（希望者は面談）

④新生児訪問
　にて面談

【１回目】
５万円

⑤胎児の数の届出
　書の提出

【２回目】
５万円

（胎児１人あたり）

鍵検検検検検険検検検検検顕鍵検検検検検険検検検検検顕

◇特別児童扶養手当の月額
令和７年３月まで 令和７年４月以降

１級 55,350円 56,800円
２級 36,860円 37,830円

町ＨＰ
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